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(57)【要約】
【課題】ターボ分子ポンプから跳ね返った異物の進行を
より効果的に抑制し、試料の歩留まりを低下させず、且
つ、清掃が容易な構造を備えた真空処理装置を提供する
。
【解決手段】真空容器１１内に配置され内部でプラズマ
が形成される処理室２０と、この処理室２０内の下部に
配置されその上面に処理対象の試料Ｗが載置される試料
台１９と、前記処理室２０の上方に配置されこの処理室
内に処理用のガスを導入するための導入孔を有するガス
導入機構１３と、前記処理室内の下部に配置される処理
室内の圧力を制御する圧力制御機構２４と、処理室内を
排気するためのターボ分子ポンプ２５を有し、試料台１
９の下部に前記ターボ分子ポンプ２５が設置された同軸
の排気構造を有する真空処理装置において、前記処理室
２０内壁面と試料台１９の外周側壁面との間に形成され
る排気経路に、２つ以上の板３１，３２を互い違いに設
置した。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空容器内に配置され内部でプラズマが形成される処理室と、この処理室内の下部に配
置されその上面に処理対象の試料が載置される試料台と、前記処理室の上方に配置されこ
の処理室内に処理用のガスを導入するための導入孔を有するガス導入機構と、前記処理室
内の下部に配置される処理室内の圧力を制御する圧力制御機構と、処理室内を排気するた
めのターボ分子ポンプを有し、試料台の下部に前記ターボ分子ポンプが設置された同軸の
排気構造を有する真空処理装置において、
前記処理室内壁面と試料台の外周側壁面との間に形成される排気経路に、２つ以上の板が
互い違いに設置されたことを特徴とする真空処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の真空処理装置において、
前記２つ以上の板が平行、且つ互い違いに設置されており、その板の重なる範囲が５ｍｍ
～４０ｍｍであることを特徴とする真空処理装置。
【請求項３】
　請求項１記載の真空処理装置において、
前記２つ以上の板が平行、且つ互い違いに設置されており、その板の設置間隔が２０ｍｍ
～１２０ｍｍであることを特徴とする真空処理装置。
【請求項４】
　請求項１記載の真空処理装置において、
前記２つ以上の板が平行、且つ互い違いに設置されており、その板の先端部がターボ分子
ポンプ側に向かって傾斜を付けられたことを特徴とする真空処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガス導入機構とガス排気機構が設置された内部にプラズマを形成する処理室
が設けられた真空容器と、この処理室内の下部に配置された試料を設置する試料台を有し
、その試料台の下部に試料台と平行にターボ分子ポンプが設置された真空処理装置であっ
て、前記真空容器と前記試料台と前記ターボ分子ポンプが同軸に配置された排気構造を備
えており、特にターボ分子ポンプの回転翼に衝突し跳ね返った異物が試料へ付着すること
を抑制する機構を有する真空処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の半導体デバイス製造工程においては、デバイスの高集積化に伴う歩留まりの向上
対策の要求が年々厳しくなっている。具体的には、例えば試料面内における加工寸法差を
低減させる要求、異物粒径および個数の許容値に関する要求がある。例えば、試料面内の
加工寸法差の低減としては、排気装置が偏って設けられることによる排気方向への偏りに
よる加工寸法差の増加等への対応が考えられる。このような排気方向の偏りによる加工寸
法差の増加に対応する半導体装置のプラズマ処理装置（真空処理装置）として、試料台と
排気機構（ターボ分子ポンプ）を上下方向に重ねて平行に設置し、真空処理室と試料台と
排気機構を同軸に配置して、真空処理室内壁と試料台の間に排気経路を形成し、被処理物
の周辺から排気して排気の偏りをなくした排気構造が有効であることが知られている。
【０００３】
　このような真空処理装置における異物の発生源は、例えばドライエッチングにおいては
、エッチング処理中に発生した反応生成物および配線加工形状制御のために用いられるデ
ポジション効果の高いガスが処理室内壁に付着し、その付着物は処理室内の可動部位の可
動、処理室内のガスフラックス、プラズマの作用および処理室内の温度変化等により剥が
れ落ち異物となる。これらの異物低減策としては、定期交換が可能な構造とし、容易で定
期的な清掃や交換を可能としたり、反応生成物等が付着或いは堆積し難い構造、例えば、
表面温度の上昇、部位部材の選択等の工夫が実施されていた。しかし、これらの異物低減
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策によっても、処理室への反応生成物等の付着を完全に無くすことは困難であり、特に清
掃がし難い部位や、交換ができない部位、可動部位、および処理室の下部に設置されてい
る排気機構の周辺への反応生成物等の付着が存在し、異物を発生させる原因となっていた
。
【０００４】
　真空処理装置で発生した異物の殆どは、ターボ分子ポンプおよびドライポンプによりエ
ッチングガスと共に排気されるが、上述のような同軸構造を有する真空処理装置において
は、ターボ分子ポンプ内にある回転翼に衝突した異物の一部は排気されず、エネルギーを
得ることで処理室上部へ逆流する場合がある。これは、ターボ分子ポンプから大きなエネ
ルギーを得ているため、排気流に係らず容易に逆流することができるからである。これら
の異物は、処理室内壁への衝突を繰り返し処理室上部へ逆流し、一部は試料に入射するこ
とで配線加工に影響を及ぼすことになる。デバイス構造の高度化が進むことで異物の許容
粒径が小さくなり許容個数も厳しくなると、この処理室下部から逆流してくる異物をも抑
制しないと歩留まりが低下し生産に支障が発生する状況となってきた。さらに、このよう
な異物は突発的に増加する異物の要因ともなっていた。
【０００５】
　このようなターボ分子ポンプを用いた真空処理装置における異物の逆流の対策手段とし
て、排気経路に反射板を設置し、その反射板の形状により試料への異物数を低減する技術
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。また、排気経路にターボ分子ポンプを用
いた排気系が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００７－１８０４６７号公報
【特許文献２】特開２００７－２１６７１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術では、異物の低減に関して、複雑な構造物を設置し異物の
進行を抑制しようとしているが、単一構造であり異物進行の抑制が不十分であり、且つ、
構造が複雑であり洗浄のし易さまでも考慮されていなかった。本発明の目的は、排気経路
に複雑な構造物を有しない２つ以上の板を互い違いに設置することにより、ターボ分子ポ
ンプから跳ね返った異物の進行をより効果的に抑制し、試料の歩留まりを低下させず、且
つ、清掃が容易な構造を備えた真空処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、真空容器内に配置され内部でプラズマが形成さ
れる処理室と、この処理室内の下部に配置されその上面に処理対象の試料が載置される試
料台と、前記処理室の上方に配置されこの処理室内に処理用のガスを導入するための導入
孔を有するガス導入機構と、前記処理室内の下部に配置される処理室内の圧力を制御する
圧力制御機構と、処理室内を高真空で保持するためのターボ分子ポンプを有し、試料台の
下部に前記ターボ分子ポンプが平行に設置された同軸構造の排気構造真空処理装置におい
て、前記処理室内壁面と試料台の外周側壁面との間に形成される排気経路に２つ以上の板
を平行、且つ、互い違いに設置した構造を具備することにより達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の実施例について、図を用い以下に説明する。図１は本発明にかかるプラズマ処
理装置の処理室の構成を説明する縦断面図である。図２は本発明のプラズマ処理装置を用
いた実験１における２枚の反射板の重なり範囲と異物数の関係および反射板の重なりの範
囲と圧力差の関係を説明する図である。図３は本発明のプラズマ処理装置を用いた実験１
における試料上の圧力測定方法説明する図である。図４は本発明のプラズマ処理装置を用
いた実験２にかかる異物源の貼り付け位置を説明する図である。図５は本発明のプラズマ
処理装置を用いた実験２における異物源の貼り付け位置を変えた場合の反射板有無による
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異物数の関係を説明する図である。図６は本発明のプラズマ処理装置を用いた実験３にか
かる２枚の反射板の重なり範囲を５ｍｍとした場合の２枚の反射板の設置間隔と異物数お
よび圧力差の関係を説明する図である。図７は本発明のプラズマ処理装置を用いた実験３
にかかる２枚の反射板の重なりを４０ｍｍとした場合の２枚の反射板の設置間隔と異物数
および圧力差の関係を説明する図である。図８は本発明のプラズマ処理装置を用いた実験
４にかかる反射板の有無と放電異物数の関係を説明する図表である。図９は試料台とター
ボ分子ポンプを同軸に配置したプラズマ処理装置の装置構成を説明する平面図であり、図
１０は図９に示したプラズマ処理装置の一つの処理装置の構成を示す縦断面図である。図
１１は異物測定手順の例を説明するステップ図であり、図１２は異物発生の切り分け結果
の例を示す図表であり、図１３は搬送動作での試料に付着する異物数の測定手順の例を説
明するステップ図である。
【０００９】
　図９を用いて本発明の前提となるプラズマ処理装置全体の構成を説明する。プラズマ処
理装置１００は、大気ブロック１０１と真空ブロック１０２の２つより構成されている。
大気ブロック１０１は、大気搬送ロボットを備えた大気搬送容器１０７および半導体素子
基板等の試料が収納された複数のカセットを設置するカセット設置台１０８を備えている
。真空ブロック１０２は、内部に真空搬送ロボットを有し、室内の減圧および不活性ガス
であるアルゴンガスが導入されている真空搬送容器１０５と、この真空搬送容器１０５と
大気ブロック１０１を接続する複数のロック室１０６と、減圧された内部に試料を搬入し
エッチング処理を行う複数の真空容器１０３、および、減圧された内部に試料を搬入しア
ッシング（灰化）処理を行う複数の真空容器１０４を備えている。真空容器１０３と真空
搬送容器１０５の間には容器間が遮断できるようにゲートバルブが設置されている。
【００１０】
　図１０を用いて図９に示したプラズマ処理装置１００を構成する真空容器１０３の処理
室１０の構成を説明する。処理室１０は、処理容器１１と処理容器１１の上部を形成する
蓋部材１２にて構成される処理室内２０がある。蓋部材１２の上部にはアンテナ部材が設
置されており、このアンテナ部材はＳＵＳ等の導電性部材で構成された蓋部材１６と、そ
の内側に設置された平板形状のアンテナ１４と、アンテナ１４と蓋部材１６との間に配置
されてこれらの間を絶縁すると共に、アンテナ１４から放出される電波を処理室内２０に
伝播させるために配置されたリング形状を備えた少なくとも１つの誘電体１５から構成さ
れている。前記アンテナ１４は、同軸ケーブル等によりＵＨＦ帯の電波を形成する電波源
１８に接続されており、伝達してきた電波はアンテナ１４を介して、処理室内２０に電波
が導入される。処理室１０の上部周囲には、ソレノイドコイル１７が配置され、それによ
り生成された磁界が処理室内２０に供給される。蓋部材１２の下にはプロセスガスが通る
ための複数の孔があけられたシャワープレート１３が設置されており、マスフローコント
ローラ２１で流量調整されたプロセスガスは、蓋部材１２とシャワープレート１３の隙間
を通りシャワープレート１３にあけられた複数の孔より処理室内２０へと供給される。試
料台１９より上方の処理室内２０の空間には、シャワープレート１３の複数の穴から供給
されたプロセスガスと、蓋部材１２を介して導入された電波と、ソレノイドコイル１７か
ら生成された磁場との相互作用によりプラズマが生成される。試料台１９に設置された試
料Ｗは、生成されたプラズマと試料台１９下部に設置された高周波電源２６により異方性
のエッチングが進行する。
【００１１】
　また、処理室内２０は処理室下部に設置されたターボ分子ポンプ２５およびドライポン
プ２８により、高真空を保持することができる構成となっている。処理室内２０の圧力は
処理容器１１の下部に備えられた圧力計２３でモニターされており、この検知された圧力
は高周波電源２６、電波源１８等の制御を行っている制御装置２７に送信され、可変バル
ブ２４を動作することで圧力調整ができる構成となっている。処理容器１１にはゲートバ
ルブ２２が設置されている。
【００１２】
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　半導体デバイス製造工程では、試料（半導体ウエハ）上の異物を管理する手法として欠
陥数或いは異物の測定が定期的または随時に実施される。図１１を用いて実際に行われて
いる半導体デバイス製造工程のプラズマ処理装置での異物測定手順の1例を説明する。図
１１に示すように、予め試料に付着した異物数を測定する（Ｓ１）。ここでは、異物粒径
を０．１３μｍ以上としている。測定した試料をカセットに設置し（Ｓ２）、図９に示す
ロードロック室および真空搬送容器１０５に搬送し、処理室の試料台へ搬送される（Ｓ３
）。ガスの供給を開始し（Ｓ４）、可変バルブ２４による処理室内の圧力を調整し（Ｓ５
）、ソースパワーを処理室内に導入する順序で進行し（Ｓ６）、処理を開始する（Ｓ７）
。処理が終了した（Ｓ８）後、ソースパワーをＯＦＦとし（Ｓ９）、可変バルブ２４を全
開とし（Ｓ１０）、ガスの供給を停止する（Ｓ１１）手順で実行され、処理が終了した試
料は図９に示す真空搬送容器１０５およびロードロック室１０６を介し、カセットに収納
される（Ｓ１２）。回収された試料は、試料に付着した異物数の確認を測定器で行い、最
初に測定した異物数を差し引き、増加した異物数を算出する（Ｓ１３）。
【００１３】
　図１２を用いて図１１による異物の測定結果例を説明する。放電異物（ａ）で異物粒径
０．１３μｍ以上の異物が２２０個発生したプラズマ処理装置で、２２０個の異物の発生
要因を調査すると、搬送の動作だけの搬送異物（ｂ）、ガス供給操作までを含むガス供給
による異物（ｃ）、可変バルブ動作までを含む可変バルブ動作による異物（ｄ）の結果か
ら、本装置での異物は可変バルブの動作により発生していることが分かる。また、ガスの
供給を実施しない状態での可変バルブ動作を実施した可変バルブ動作による異物（ｅ）の
結果からは、ガスの流れの有無に関係無く、可変バルブ動作により異物が発生しているこ
とが分かる。この結果から、図１０に示す試料台１９より下位に位置する可変バルブ２４
が異物部位であっても、発生した異物は試料台１９まで逆流し、試料台１９上に設置され
た試料Ｗに１０個程度の異物が付着していることが分かる。
【００１４】
　図１３を用いて搬送動作で試料Ｗに付着する異物数の測定手順の例を説明する。試料Ｗ
は１２インチのサイズを使用し、最初に予め試料Ｗに付着した異物粒径０．１３μｍ以上
の異物数の測定を行う（Ｓ２１）。異物粒径０．１３μｍ以上を測定対象としたのは、半
導体素子基板のドライプロセス量産工程が０．１３μｍで管理されているためである。異
物数を測定した試料Ｗを大気ブロック１０２にあるカセット設置台１０４にセットし、ロ
ードロック室まで搬送する（Ｓ２２）。真空搬送容器１０５に設置された真空搬送ロボッ
トで真空搬送容器１０５に搬送し（Ｓ２３）、真空容器１０３の試料台１９へ試料Ｗを搬
送する（Ｓ２４）。可変バルブ２４は全開の状態で試料Ｗを処理室内に数秒間放置し、そ
の後再び真空搬送容器１０５を介し（Ｓ２５）、アンロードロック室に試料Ｗを搬送する
（Ｓ２６）。カセット設置台に設置されたカセットに試料Ｗを回収し（Ｓ２７）、回収し
た試料Ｗに付着した異物粒径０．１３μｍ以上の異物数を確認する（Ｓ２８）。異物数は
、ステップＳ２８で確認した異物数からステップＳ２１で確認した初期の異物数を差し引
き算出する。
【００１５】
　図１を用いて、本発明にかかる、試料台の下部に試料台とターボ分子ポンプが平行にか
つ同軸に配置された真空処理室の構造を説明する。真空処理室は、真空容器と、この処理
室内の下部に配置された試料を設置する試料台を有し、その試料台の下部に試料台と平行
にターボ分子ポンプが設置されている。図１では、図９に示した真空処理室と同じ部分に
同じ符号を付してその説明省略する。本発明では、処理室１１の内側壁と試料台１９の外
周側壁との間に排気経路が設けられている。本発明は、この排気経路に試料台１９を支え
る支柱３３の上下に沿って反射板３１，３２を間隔Ｄを設けて平行にかつ２枚の反射板３
１、３２を重なり合う範囲Ｌを設けて重なり合わせて設置している。
【００１６】
　さらに、この実施例では、本発明の有効性を実証するために０．１３μｍ以上の異物が
真空排気動作等にて発生することを事前に確認した異物源４１を、処理室内２０の下部面



(6) JP 2009-200410 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

に設置した。
【００１７】
［実験１］図２を用いて図１に示す２枚の反射板の重なり合う範囲Ｌを変化させた時の異
物数を示す。異物粒径０．１３μｍ以上の異物数は、反射板無しから反射板１枚（３２）
、反射板２枚（３１，３２）の状態にすることで減少している。また、２枚の反射板の重
なり合う範囲Ｌを増加させることで更に異物は減少し、重なり合う範囲Ｌが５ｍｍ以上で
は異物粒径０．１３μｍ以上の異物を７０％以上低減できることが分かった。
【００１８】
　図３を用いて反射板を取り付けた場合の試料付近の圧力３９を確認した方法を示す。処
理室２０内の圧力は、図３に示す圧力計２３にて測定されており、反射板の無い状態では
この圧力計２３の圧力と試料付近の圧力３９の差は０．１Ｐａしか無い。しかし、反射板
３１，３２を設置することで試料付近の圧力３９は変化するため、反射板を設置した構造
にて試料付近の圧力３９の測定を図３に示す圧力計２９にて測定した。
【００１９】
　図３に示す方法によって、圧力計２３と圧力計２９で測定した圧力の差の測定結果を図
２を用いて説明する。２枚の反射板の重なり合う範囲Ｌを増加させることで圧力計２３と
圧力計２９の差は微増し、重なり合う範囲が４０ｍｍを超えると急激に増加している。圧
力計２３と圧力計２９の差が０．５Ｐａ以下であれば、エッチング性能への影響が少ない
ことが分かっており、２枚の反射板の重なり合う範囲Ｌが５ｍｍから４０ｍｍの間にて、
エッチング性能を維持した状態で異物の逆流抑制効果が得られることが見出せた。
【００２０】
［実験２］実験１では、異物源４１を処理室２０の下部に配置したが、実験２では、異物
源の設置位置を変えて異物確認を実施した。図４に異物源４２，４３，４４の設置箇所を
示す。これらの異物源４２，４３、４４はそれぞれ別々に設置して異物数を確認した。異
物源４２の設置箇所は、ガスの噴出し孔を有するシャワープレート１３の表面である。シ
ャワープレート１３が汚れると異物が発生することは、生産現場では一般的に知られてい
る。また、異物源４３はゲートバルブ２２の近傍であり、ゲートバルブが汚れるとその可
動により異物が発生することも一般に知られている。さらに、異物源４４は反射板自身で
あり、この反射板自身が異物発生源とした場合の確認を行った。
【００２１】
　２枚の反射板の重なり範囲Ｌが４０ｍｍとし、反射板３１，３２の設置間隔Ｄを８０ｍ
ｍとした場合の異物源の設置位置を変えての測定結果を図５に示す。２枚の反射板３１，
３２を処理室内２０に設置することでの試料に付着する異物数は、反射板を設置しない構
造より少ない。つまり、放電上部で発生した異物が反射板により試料に付着することは無
く、且つ異物の逆流抑制効果が得られることが見出せた。
【００２２】
［実験３］実験１では、２枚の反射板の設置間隔Ｄを８０ｍｍにて実施したが、実験３は
、２枚の反射板の設置間隔Ｄを変化させて異物の付着数を確認した実験である。図６に２
枚の反射板の重なり範囲５ｍｍとして、２枚の反射板の設置間隔Ｄを変化させた時の異物
数測定結果および圧力計２３と試料付近の圧力を示す圧力計２９の差を示す。また、図７
には２枚の反射板の重なり範囲を４０ｍｍとして、２枚の反射板の設置間隔Ｄを変化させ
た時の異物数測定結果および圧力計２３と試料付近の圧力を示す圧力２９の差を示す。
【００２３】
　２枚の反射板の重なり合う範囲Ｌが５ｍｍおよび４０ｍｍのどちらの場合においても、
２枚の反射板の設置間隔Ｄが、２０ｍｍから１２０ｍｍの範囲は、圧力計２３と試料付近
の圧力を示す圧力計２９の差が小さく、且つ異物の逆流抑制効果が見出せた。
【００２４】
［実験４］実験４では、放電異物の測定例を示す。異物の測定方法は、図１１に示す順序
で行った。図８に２枚の反射板の設置間隔Ｄを８０ｍｍ、２枚の反射板の重なり合う範囲
Ｌを４０ｍｍとしての放電異物の測定結果を示す。複数回の測定を実施し異物数は毎回変
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化するが、２枚の反射板を設置することで、異物数が５５％から６５％減少することが見
出せた。
【００２５】
　以上の実験では、平坦な表面形状の反射板３１，３２を用いた例を説明したが、反射板
の先端部がターボ分子ポンプ２５側に折り曲げられたような反射板形状においても同様な
効果が得られると考える。
【００２６】
　実験４では、図１に示すような反射板３１を処理容器１１側に設置し、反射板３２を試
料台１９側に設置した構成で説明したが、反射板３１が試料台、反射板３２が処理容器側
とした設置構造においても同様の効果が得られる。
【００２７】
　実験４では、図１に示すような反射板３１，３２を支柱３３の上下に沿って設置した構
造で説明したが、処理対象の試料Ｗとターボ分子ポンプ２５間で反射板３１，３２が設置
可能な排気経路での場所であれば、前記範囲内に設置することで同様の効果が得られると
考える。
【００２８】
　排気経路は、処理容器１１の内壁面と試料台１９の外周側壁面との間に形成される。し
たがって、反射板３１と試料台１９との間隔によって形成される面積と、反射板３２と処
理容器１１の内壁面との間隔によって形成される面積とは、排気経路のコンダクタンスの
上昇を防ぎ処理室上部とターボ分子ポンプ側の圧力差の増大を防ぐ観点から、等しいこと
が望ましい。
【００２９】
　これらの実験では、プラズマ処理装置での例を説明したが、本発明が適用される処理装
置としては、試料台１９の下部にターボ分子ポンプ２５が平行に設置された同軸の排気構
造を有するプラズマ処理装置にも広く適用することができる。
【００３０】
　以上説明したように、ターボ分子ポンプ２５と試料台１９が平行に設置された同軸構造
で、複雑な構造物を有しない２つの反射板３１，３２を互い違いに設置し、その２つの反
射板の重なり範囲Ｌは５ｍｍ～４０ｍｍ、２つの反射板３１，３２の設置間隔Ｄを２０ｍ
ｍから１２０ｍｍの範囲とすることで、ターボ分子ポンプから跳ね返った異物の進行を効
果的に抑制し、試料の歩留まりを低下させず、且つ清掃が容易な構造を備えた真空処理装
置を提供することができる。
【００３１】
　本実施例によれば、ターボ分子ポンプから跳ね返った異物が試料に到達し難くなること
で、処理対象の試料の歩留まりを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明にかかるプラズマ処理装置の処理室の構成を説明する縦断面図。
【図２】本発明のプラズマ処理装置を用いた実験１における２枚の反射板の重なり範囲と
異物数の関係および反射板の重なりの範囲と圧力差の関係を説明する図。
【図３】本発明のプラズマ処理装置を用いた実験１における試料上の圧力測定方法説明す
る図。
【図４】本発明のプラズマ処理装置を用いた実験２にかかる異物源の貼り付け位置を説明
する図。
【図５】本発明のプラズマ処理装置を用いた実験２における異物源の貼り付け位置を変え
た場合の反射板有無による異物数の関係を説明する図。
【図６】本発明のプラズマ処理装置を用いた実験３にかかる２枚の反射板の重なり範囲を
５ｍｍとした場合の２枚の反射板の設置間隔と異物数および圧力差の関係を説明する図。
【図７】本発明のプラズマ処理装置を用いた実験３にかかる２枚の反射板の重なりを４０
ｍｍとした場合の２枚の反射板の設置間隔と異物数および圧力差の関係を説明する図。
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【図８】本発明のプラズマ処理装置を用いた実験４にかかる反射板の有無と放電異物数の
関係を説明する図表である。
【図９】試料台とターボ分子ポンプを同軸に配置したプラズマ処理装置の装置構成を説明
する平面図。
【図１０】図９に示したプラズマ処理装置の一つの処理装置の構成を示す縦断面図。
【図１１】異物測定手順の例を説明するステップ図。
【図１２】異物発生の切り分け結果の例を示す図表。
【図１３】搬送動作での試料に付着する異物数の測定手順の例を説明するステップ図。
【符号の説明】
【００３３】
１０：処理室、１１：処理容器、１２：蓋部材、１３：シャワープレート、１４：アンテ
ナ、１５：誘電体、１７：ソレノイドコイル、１８：電波源、１９：試料台、２０：処理
室内、２１：マスフローコントローラ、２２：ゲートバルブ、２３：圧力計、２４：可変
バルブ、２５：ターボ分子ポンプ、２６：高周波電源、２７：制御装置、２８：ドライポ
ンプ、２９：圧力計、３１、３２：反射板、３３：支柱、３９：試料付近の圧力、４１、
４２、４３、４４：異物源、１００：プラズマ処理装置、１０１：大気ブロック、１０２
：真空ブロック、１０３、１０４：真空容器、１０５：真空搬送容器、１０６：ロック室
、１０７：大気搬送容器、１０８：カセット設置台、Ｌ：２枚の反射板の重なり合う範囲
、Ｄ：２枚の反射板の設置間隔、Ｗ：試料。

【図１】 【図２】



(9) JP 2009-200410 A 2009.9.3

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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